
令和３年４月１日から適用

業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例 大分類 中分類
小分類

（行政文書ファイル等の名称）
保存期間

文書管理規則の別表
第２の該当事項・業
務の区分

保存期間終了時の措置

①行政文書ファイル管理簿その他
の業務に常時利用するものとして
継続的に保存すべき行政文書（三
十の項）

・行政文書ファイル管理簿 ・文書管理 ・行政文書ファイル管理簿

・標準文書保存期間基準（保存期
間表）

・行政文書ファイル管理簿

・標準文書保存期間基準（保存期
間表）

常用（無
期限）

２(1)①２２ 以下について移管（それ以外
は廃棄。以下同じ）
・移管・廃棄簿

②行政文書ファイル等の移管又は
廃棄の状況が記録された帳簿（三
十三の項）

・移管・廃棄簿 ・文書管理 ・廃棄文書ファイル台帳 ・廃棄文書ファイル台帳 ３０年 ２(1)①２２ 以下について移管
・移管・廃棄簿

麻薬等の取締りに係る統計情報に
関すること

麻薬等の取締りに係る統計情報
（情報月報、事犯状況表等）に関
する資料

・情報月報
・事犯状況表

統計 麻薬・覚醒剤犯罪検挙状況表 ・令和○年　麻薬・覚醒剤犯罪検
挙状況表
・

５年 － 廃棄

麻薬等の取締りに係る協定に関す
ること

麻薬等の取締りに係る協定に関す
る資料

・細目協定の制定経緯、決裁書類 総括 細目協定の制定、一部改正及び改
廃

細目協定の制定、一部改正及び改
廃（令和○年度）

５年 － 廃棄

麻薬等の取締りに係る会議に関す
ること

麻薬等の取締りに係る会議に関す
る資料

・会議資料 会議 ・捜査担当官会議

・情報連絡会議

・情報管理委員会

・捜査担当官会議（○年度）

・情報連絡会議（○年度）

・令和○年度　情報管理委員会

５年 － 廃棄

麻薬等の取締りに関する事
項
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上記各号に該当しない事項

関東信越厚生局　麻薬取締部　情報管理分析課    標準文書保存期間基準

文書管理者：情報管理分析課長

事　項

その他の事項

22 文書の管理等に関する事項 文書の管理等


